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４月の夜間貸出業務及び４月開講の講座を

当分の間中止いたします。 

※なお、介護予防事業・相談事業は通常通り行います。 

３月１１日（金）の東北太平洋沖地震の影響を受けて、２２

年度の講座や夜間業務をすべて中止しております。２３年度か

ら、この城東老人福祉センターも法人が変わり利用者の皆様に

は数々のご不安やご迷惑をおかけしている中、心苦しいのです

が、皆様のご理解とご協力お願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

大切なお知らせ 

 
 
 

今回の地震の報道やお話を聞くだけで、胸が痛みいたたまれな

い気持ちでいっぱいです。我々もできる限りの事は協力させて頂

きます。１日でも早く、安心して暮らせる日を目指して頑張りま

しょう！ 

～ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ・ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～ 

 

被災者の皆様へ 



 

 
 

23 年 4 月より、『特定非営利活動法人ワーカーズコープ』が城東老人福祉センターの管理

運営を江東区からお受けします。 

永年、親しまれてきた社会福祉協議会による運営を踏まえつつ、皆様に愛される施設運営を心

がけてまいります。 

運営者の変更で、不慣れな点も多くご心配やご不便があるかもしれませんが、職員一同、一生

懸命頑張りますので、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 
 私たちの協同組合は、働く人の協同関係が中心となって仕事をつくりだしています。そして、

利用者の協同・参加などにより、日常的に評価・改善し、働く人と利用者の関係を育て、仕事の

質を高めることに努力しています。また、地域の中で事業の趣旨に賛同する人々との協同を築き

ながら、地域全体に協同の関係を広げる事にも力を入れています。 

 私たち「協同労働の協同組合」は「働く人どうしの協同」・「利用者との協同」・「地域との協同」

の３つの協同を大切にして運営してまいります。 

※ 協同＝「ちから・こころを合わせて事にあたること」 

１ 働く者同士の協同 

働く一人ひとりが出資し、雇う、雇われるの関係ではなく、主体者として事業経営にも責任

を負い、働く者どうしが協同の力でつくり出し、やりがいの持てる仕事を行っています。 

２ 利用者との協同 

利用者はサービスを受ける人、職員はサービスを提供する人という垣根をとりはらい、利用

者が主人公として活動にかかわるような仕組みをつくり、利用者と共につくりあげる姿勢を大

切にしています。 

３ 地域との協同 

地域の課題を地域に暮らす人々が主体となって解決していくことを通じて、人と人とのつな

がりを広げ、地域コミュニティの再生に取り組むとともに、自治体や関係機関との協同の関係

を深めていきます。 
 
 

所長の吉田を中心に職員一同、協力して運営してまいります。簡単なあいさつになってしまいま 

すが、どうぞよろしくお願いします。 
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